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特殊仕様モータ（標準仕様から一部仕様を変更したモータ）における規制対象範囲を以下に示す。 
 

カテゴリー 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

特殊仕様 
対象 

モータ 
規制対象外 

説明 

Ａ．電気的仕様 
１ 標高 〇     ｾﾝﾀｰﾊｲﾄｱｯﾌﾟが必要なものは対象外。 
２ 周囲温度 〇     ｾﾝﾀｰﾊｲﾄｱｯﾌﾟが必要なものは対象外。 
３ 多段速     〇 単一速度のみに適用される。 
４ 特殊リード線 〇      
５ 特殊絶縁 〇      
６ ENCAPSULATION    〇  特殊ワイヤーのため。 
７ 高ｻｰﾋﾞｽﾌｧｸﾀｰ 〇     ｾﾝﾀｰﾊｲﾄｱｯﾌﾟが必要なものは対象外。 
８ ｽﾍﾟｰｽﾋｰﾀｰ付 〇      
９ スターデルタ始動 〇      

１０ ﾊﾟｰﾄﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ始動 〇      
１１ 温度上昇制限 〇     ｾﾝﾀｰﾊｲﾄｱｯﾌﾟが必要なものは対象外。 
１２ 熱・電流感知形 

ﾌﾟﾛﾃｸﾀ付 
 〇     

１３ ｻｰﾓｽﾀｯﾄ／ｻｰﾐｽﾀ付 〇      
１４ 特殊電圧     〇 電気設備技術基準 法規上 600V 以下の 低圧

のみ 該当。 
１５ 中間出力  〇     
１６ 周波数 〇     連続運転するインバータ駆動モータ（送風機、

ブロワ、ポンプ） 
１７ 熱帯処理絶縁 〇      
Ｂ．機械的仕様 
１８ 振動指定(特殊ﾊﾞﾗﾝ

ｽ) 
〇      

１９ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ温度検出器 〇      
２０ 特殊端子箱 〇      
２１ 補助端子箱 〇      
２２ 特殊塗装／ｺｰﾃｨﾝｸﾞ 〇      
２３ ﾄﾞﾚｲﾝ付 〇      
２４ 防滴ｶﾊﾞｰ 〇      
２５ ｱｰｽ端子／ﾈｼﾞ穴 〇      
２６ 防滴形用保護金網付 〇      
２７ 取付方式(F1,F2 

W1～W4,C1,C2) 
〇     剛性ﾍﾞｰｽ、弾性ﾍﾞｰｽ。 

Ｃ．ベアリング 
２８ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ 〇      
２９ ﾛｰﾗﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ  〇    標準ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞを使用して試験 
３０ ｼｰﾙﾄﾞﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 〇      
３１ 密閉ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 〇     標準ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞを使用して試験 
３２ ｽﾗｽﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ    〇  特殊な機械的構造 
３３ 固定ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 〇      
３４ ｽﾘｰﾌﾞﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ    〇  特殊な機械的構造 
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カテゴリー 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

特殊仕様 
対象 

モータ 
規制対象外 

説明 

D．特殊ブラケット 
３５ C ﾌｪｲｽ 〇      
３６ D ﾌﾗﾝｼﾞ 〇      
E．シール 
３７ 接触ｼｰﾙ 〇     リップシール、タコナイトシール及びスリンガ

シールを含む。－シールを外して試験する。 
３８ 非接触ｼｰﾙ 〇     ラビリンスシールを含む。－シールを外して試

験する。 
F．軸 
３９ 標準軸 〇     片軸、両軸、円筒軸、ﾃｰﾊﾟ軸、短軸を含む。 
４０ 特殊材 〇      
G．ファン 
４１ 特殊材 〇      
４２ 低騒音 〇      
H．その他 
４３ 食肉加工用洗浄可能

ﾓｰﾀ(Washdown) 
〇     シールを外して試験 

４４ ﾎﾟﾝﾌﾟ一体型(水中ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ) 
  〇   電動機単体の試験のために別途治具製作して

試験 
４５ ﾎﾟﾝﾌﾟ一体型(水中ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ以外) 
 ○    電動機単体の試験のために別途治具製作して

試験 
４６ 一体型ｷﾞｱﾓｰﾀ  〇    電動機単体の試験のために別途治具製作して

試験 
４７ 木工用のこぎり 

(Saw Arbor) 

   〇  特殊な電気的／機械的設計 

４８ 全閉自冷型 
(TENV:Totally-Enclo
sed Non-Ventilated) 

  〇    

４９ 全閉他冷型 
(TEAO:Totally-Enclo
sed Air-Over) 

  〇    

５０ 消火ﾎﾟﾝﾌﾟ 〇      
５１ 短時間定格(S2)     〇 連続定格に適用される。 
５２ 一体型ﾌﾞﾚｰｷﾓｰﾀ  〇    電動機単体の試験のために別途治具製作して

試験 
５３ アキシャルモータ 

(Axial type motor) 
   ○  特殊な機械的構造 

以 上 


